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(57)【要約】
【課題】回転機械のためのクリアランス制御。
【解決手段】ケーシング（３４）主要部分は、第１の半
径方向厚さを有し、外側ケーシング（３４）は、第１の
時間速度で膨張する。外側ケーシングと回転部分との間
に配設されている内側ケーシング（３６）は、第１の半
径方向厚さよりも小さい第２の半径方向厚さを有する内
側ケーシング（３６）主要部分を含む。内側ケーシング
は、第１の熱膨張の時間速度よりも大きい第２の熱膨張
の時間速度で膨張する。内側ケーシング（３６）レッグ
部は、内側ケーシングの膨張の間に外側ケーシングレッ
グ部から分離され、かつ、内側ケーシングの収縮の間に
外側ケーシングレッグ部に係合するように構成されてい
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の半径方向厚さ（５６）を有する外側ケーシング主要部分（４２）を含む外側ケーシ
ング（３４）であって、前記外側ケーシングは、第１の熱膨張の時間速度で膨張するよう
に構成されている、外側ケーシング（３４）と、
　前記外側ケーシングと回転部分（２６）との間に配設されている内側ケーシング（３６
）であって、前記内側ケーシングは、前記第１の半径方向厚さよりも小さい第２の半径方
向厚さ（５８）を有する内側ケーシング主要部分（４６）を含み、前記内側ケーシングは
、前記外側ケーシングの前記第１の熱膨張の時間速度よりも大きい第２の熱膨張の時間速
度で膨張するように構成されている、内側ケーシング（３６）と、
　前記内側ケーシングの膨張の間に、外側ケーシングレッグ部（４４）から分離されるよ
うに構成され、かつ、前記内側ケーシングの収縮の間に、前記外側ケーシングレッグ部に
係合するように構成されている内側ケーシングレッグ部（４８）と
を含む、回転機械（１０）のためのクリアランス制御システム（４０）。
【請求項２】
前記外側ケーシングおよび前記内側ケーシングが、膨張および収縮のときに、半径方向に
それぞれ移動可能である、請求項１記載のクリアランス制御システム。
【請求項３】
前記外側ケーシングおよび前記内側ケーシングが、膨張中に半径方向外向きに移動し、収
縮中に半径方向内向きに移動する、請求項２記載のクリアランス制御システム。
【請求項４】
前記外側ケーシングが、第１の外側ケーシング位置（７４）から第２の外側ケーシング位
置（７６）へ移動可能であり、前記内側ケーシングが、第１の内側ケーシング位置（７８
）から第２の内側ケーシング位置（８０）へ移動可能である、請求項１記載のクリアラン
ス制御システム。
【請求項５】
前記外側ケーシングが、起動期間（５４）の間に、前記第１の外側ケーシング位置から前
記第２の外側ケーシング位置へ向かって移動し、前記内側ケーシングが、前記起動期間の
間に、前記第１の内側ケーシング位置から前記第２の内側ケーシング位置へ向かって移動
する、請求項４記載のクリアランス制御システム。
【請求項６】
前記外側ケーシングレッグ部および前記内側ケーシングレッグ部が、前記起動期間の少な
くとも一部分にわたり分離されている、請求項５記載のクリアランス制御システム。
【請求項７】
前記外側ケーシングが、定常状態期間の間に前記第２の外側ケーシング位置に配設されて
おり、前記内側ケーシングが、前記定常状態期間の間に前記第２の内側ケーシング位置に
配設されている、請求項４記載のクリアランス制御システム。
【請求項８】
前記外側ケーシングが、シャットダウン期間（６４）の間に、前記第２の外側ケーシング
位置から前記第１の外側ケーシング位置へ向かって移動し、前記内側ケーシングが、前記
シャットダウン期間の間に、前記第２の内側ケーシング位置から前記第１の内側ケーシン
グ位置へ向かって移動する、請求項４記載のクリアランス制御システム。
【請求項９】
前記外側ケーシングレッグ部および前記内側ケーシングレッグ部が、前記シャットダウン
期間の拘束されている部分の間に係合されている、請求項８記載のクリアランス制御シス
テム。
【請求項１０】
外側ケーシング（３４）に動作可能に連結されている内側ケーシング（３６）であって、
前記内側ケーシングは、第１の時間速度で半径方向に移動するように構成されている、内
側ケーシング（３６）と、
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　前記外側ケーシングおよび前記内側ケーシングに動作可能に連結されているサーマルマ
ス（１０４）であって、前記サーマルマスは、前記内側ケーシングに接触するように構成
されており、前記内側ケーシングは、前記サーマルマスと接触しているときに、前記第１
の時間速度よりも遅い第２の時間速度で半径方向に移動するように構成されている、サー
マルマス（１０４）と
を含む、回転機械（１０）のためのクリアランス制御システム（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示されている主題は、回転機械に関し、より具体的には、回転機械の静止
コンポーネントと回転コンポーネントとの間のクリアランスを調節するためのクリアラン
ス制御システム、および、クリアランスを調節する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定の適用例では、互いに対して移動するコンポーネント同士の間にクリアランスが存
在し得る。例えば、クリアランスは、圧縮機、タービンなどのような、回転機械の中の回
転コンポーネントと静止コンポーネントとの間に存在し得る。クリアランスは、温度変化
および他の要因に起因して、回転機械の動作中に増加または減少し得る。クリアランスが
より小さいと、ブレードと取り囲む構造体（例えば、シュラウドなど）との間に漏出する
作動流体がより少ないので、圧縮機またはタービンの性能および効率を改善することが可
能である。しかし、また、クリアランスがより小さいと、回転コンポーネントと静止コン
ポーネントとの間の擦れ状態の可能性も増加する。例えば、擦れ状態の可能性は、非定常
状態の間に増加し、定常状態の間に減少し得る。残念ながら、既存のシステムは、回転機
械の中のクリアランスを十分に制御していない。取り囲む構造体の応答を操作することは
、擦れを回避するための起動中の速い応答を含むが、しかし、シャットダウンの間の関連
の速い応答は、シャットダウンまたはそれに続く再起動の間に、擦れおよび／またはピン
チング（ｐｉｎｃｈｉｎｇ）を結果として生じさせる可能性がある。逆に、取り囲む構造
体の遅い応答は、低温起動非定常状態の間に、擦れおよび／またはピンチングにつながる
可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第８２９２５７１号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一態様によれば、回転機械のためのクリアランス制御システムは、第１の半径
方向厚さを有する外側ケーシング主要部分を含む外側ケーシングであって、外側ケーシン
グは、第１の熱膨張の時間速度で膨張するように構成されている、外側ケーシングを含む
。また、含まれているのは、外側ケーシングと回転部分との間に配設されている内側ケー
シングであり、内側ケーシングは、第１の半径方向厚さよりも小さい第２の半径方向厚さ
を有する内側ケーシング主要部分を含み、内側ケーシングは、外側ケーシングの第１の熱
膨張の時間速度よりも大きい第２の熱膨張の時間速度で膨張するように構成されている。
さらに含まれているのは、内側ケーシングの膨張の間に、外側ケーシングレッグ部から分
離されるように構成され、かつ、内側ケーシングの収縮の間に、外側ケーシングレッグ部
に係合するように構成されている内側ケーシングレッグ部である。
【０００５】
　本発明の別の態様によれば、回転機械のためのクリアランス制御システムは、外側ケー
シングに動作可能に連結されている内側ケーシングであって、内側ケーシングは、第１の
時間速度で半径方向に移動するように構成されている、内側ケーシングを含む。また、含
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まれているのは、外側ケーシングおよび内側ケーシングに動作可能に連結されているサー
マルマスであり、サーマルマスは、内側ケーシングに接触するように構成されており、内
側ケーシングは、サーマルマスと接触しているときに、第１の時間速度よりも遅い第２の
時間速度で半径方向に移動するように構成されている。
【０００６】
　本発明のさらなる別の態様によれば、タービンシステムのためのクリアランス制御シス
テムは、第１の膨張の時間速度で膨張するように構成されている外側ケーシング主要部分
を含む外側ケーシングを含む。また、含まれているのは、タービンシステムの外側ケーシ
ングと回転コンポーネントとの間に配設されている内側ケーシングであり、内側ケーシン
グは、外側ケーシングの第１の熱膨張の時間速度よりも大きい第２の膨張の時間速度で膨
張するように構成されている。さらに含まれているのは、内側ケーシングの膨張の間に、
外側ケーシングレッグ部から分離されるように構成され、かつ、内側ケーシングの収縮の
間に、外側ケーシングレッグ部に係合するように構成されている内側ケーシングレッグ部
である。
【０００７】
　これらの利点および特徴、ならびに、他の利点および特徴は、図面を併用して、以下の
説明からより明らかになることとなる。
【０００８】
　主題（それは、本発明と考えられる）は、とりわけ、本明細書の結論において、特許請
求の範囲の中で指摘されて明確に特許請求されている。本発明の先述の特徴および利点、
ならびに、他の特徴および利点は、添付の図面を併用して、以下の詳細な説明から明らか
である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】回転機械の概略図である。
【図２】クリアランス制御システムの第１の実施形態による、係合された状態のケーシン
グ構造体の第１のコンポーネントおよび第２のコンポーネントの概略図である。
【図３】図２の第１の実施形態による、係合解除されている状態のケーシング構造体の概
略図である。
【図４】回転機械の起動の間の第１のコンポーネントおよび第２のコンポーネントの半径
方向の位置のプロットである。
【図５】回転機械のシャットダウンの間の第１のコンポーネントおよび第２のコンポーネ
ントの半径方向の位置のプロットである。
【図６】第２の実施形態によるクリアランス制御システムの概略図である。
【図７】第３の実施形態によるクリアランス制御システムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　詳細な説明は、例として図面を参照して、利点および特徴とともに、本発明の実施形態
を説明している。
【００１１】
　図１を参照すると、本発明の例示的な実施形態にしたがって構成された回転機械１０が
、概略的に図示されている。本明細書における開示は、回転機械の中に実装されるクリア
ランス制御技法に関する。図示されている回転機械１０は、航空機、機関車、または発電
システムの中で用いられるものなどのような、タービンベースのエンジンを含む。しかし
、回転機械１０の代替的な実施形態が、本明細書で説明されている本発明の実施形態から
利益を得ることが可能であるということが認識されるべきである。とりわけ、本明細書の
説明から理解されることとなるように、ガスタービンエンジンは、圧縮機セクション１２
およびタービンセクション２４を含むが、以下に説明されている実施形態は、単に、例え
ばスタンドアロン型の圧縮機とともに使用することが可能である。
【００１２】
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　本明細書で使用されているように、「クリアランス」などの用語は、動作中に互いに対
して運動する回転機械１０の２つ以上のコンポーネントの間に存在し得る間隔またはギャ
ップを参照するように理解されるべきである。当業者によって認識されることとなるよう
に、クリアランスは、システム、運動のタイプ、および、他の様々な要因に応じて、環状
のギャップ、直線状のギャップ、長方形のギャップ、または、任意の他の幾何学形状に対
応することが可能である。１つの適用例では、クリアランスは、圧縮機、タービンなどの
１つまたは複数の回転ブレードを取り囲むハウジングコンポーネントの間の半径方向のギ
ャップまたはスペースを参照する。本明細書の実施形態を使用してクリアランスを制御す
ることによって、回転ブレードとハウジングとの間の漏出の量は、積極的に低減させられ
、擦れ（例えば、ハウジングコンポーネントと回転ブレードとの間の接触）の可能性を同
時に低減させながら、動作効率を向上させることが可能である。認識されることとなるよ
うに、漏出は、空気、蒸気、燃焼ガスなどのような、任意の流体に対応し得る。「速度」
、「膨張速度」、「収縮速度」などの用語は、膨張または収縮の時間速度を参照している
。
【００１３】
　回転機械１０の図示されている実施形態は、カン型環状アレイの中に配置されている圧
縮機セクション１２および複数の燃焼器アッセンブリを含み、そのうちの１つが、１４で
示されている。本発明は、燃焼システムの詳細から独立しており、カン型環状システムは
、議論の目的のために参照されているということが認識されるべきである。燃料および圧
縮空気は、燃焼セクション１８の中へ通されて点火され、高温高圧の燃焼生成物または空
気ストリームを形成し、それは、タービンセクション２４を駆動するために使用される。
圧縮機セクション１２およびタービンセクション２４は、ケーシング構造体３２によって
取り囲まれた回転部分２６をそれぞれ含む。タービンセクション２４は、圧縮機／タービ
ンシャフト３０（ローターとも称される）を通して、圧縮機セクション１２に動作的に接
続されている。回転部分２６は、圧縮機／タービンシャフト３０に動作可能に連結されて
いる複数のローターブレードを含む。
【００１４】
　図２および図３を参照すると、ケーシング構造体３２が、より詳細に図示されている。
ケーシング構造体３２は、一般的に、タービンセクション２４および／または圧縮機セク
ション１２の内部領域を取り囲み、かつ、少なくとも部分的に画定する構造体を参照して
いる。ケーシング構造体３２は、単一の構造体とすることが可能であるか、または、複数
のセグメントから形成することが可能である。いずれの場合においても、ケーシング構造
体３２は、外側ケーシング３４と内側ケーシング３６とを含む。図示されてはいないが、
シュラウド構造体が、内側ケーシング３６に動作可能に連結され、回転部分２６の周りに
円周方向に位置付けされ得るということが認識されるべきである。クリアランス制御シス
テムは、回転機械１０の動作中のローターブレードとシュラウドとの間の潜在的な擦れ、
および、過度の半径方向のギャップを回避するために用いられる。クリアランス制御シス
テムがなければ、ローターブレードとシュラウドとの間の半径方向のギャップは、温度変
化または他の要因に起因して、増加または減少し得る。例えば、動作中に回転部分２６が
加熱されるとき、外側ケーシング３４および内側ケーシング３６の熱膨張が、回転部分２
６の回転軸線から半径方向に離れる方向にシュラウドを移動させることが可能であり、し
たがって、ローターブレードとシュラウドとの間のクリアランスを増加させる。そのよう
な状態は、一般的に望ましくない。なぜなら、半径方向のギャップを介してローターブレ
ードをバイパスする燃焼ガスは、ブレードによって捕らえられず、したがって、回転エネ
ルギーに変換されないからである。これは、回転機械１０の効率および出力を低減させる
。
【００１５】
　以下の説明から認識されることとなるように、第１の実施形態によるクリアランス制御
システム４０は、外側ケーシング３４と内側ケーシング３６とを含み、それらの間の相互
作用に関係する。外側ケーシング３４は、外側ケーシング主要部分４２と、外側ケーシン
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グ主要部分４２から半径方向内向きに延在する少なくとも１つの外側ケーシングレッグ部
４４とを含む。同様に、内側ケーシング３６は、内側ケーシング主要部分４６と、内側ケ
ーシング主要部分４６から半径方向外向きに延在する少なくとも１つの内側ケーシングレ
ッグ部４８とを含む。外側ケーシング３４および内側ケーシング３６は、係合されている
状態５０（図２）で、ならびに、分離されている状態、または、係合解除されている状態
５２（図３）で示されている。外側ケーシング３４および内側ケーシング３６は、固定し
て連結されておらず、それによって、それらの間の相対的な半径方向の運動を可能にする
という事実によって、係合解除されている状態５２が促進される。係合されている状態５
０は、少なくとも１つの外側ケーシングレッグ部４４および少なくとも１つの内側ケーシ
ングレッグ部４８の接触によって画定される。
【００１６】
　上述のように、外側ケーシング３４および内側ケーシング３６は、回転機械１０の熱的
状態に応答して、熱膨張および収縮を受けやすい。具体的には、温度が上昇すると、コン
ポーネントが膨張し、半径方向外向きに移動し、温度が減少すると、コンポーネントが収
縮し、半径方向内向きに移動する。ケーシング構造体３２（とりわけ、内側ケーシング３
６）が、起動期間の間に相対的に速く半径方向外向きに移動し、ローターブレードとの擦
れ状態を回避することが望ましいが、シャットダウン期間の間の速い収縮応答は、それに
続く回転機械１０の再起動のときに、シャットダウンまたは「ピンチ」の間の擦れを結果
として生じる可能性がある。本明細書における説明から認識されることとなるように、外
側ケーシング３４および内側ケーシング３６の分離型の構成が、相対的に速い起動応答、
および、相対的に遅いシャットダウン応答を提供することによって、上述の問題を克服す
る。
【００１７】
　図４および図５を参照し、引き続き図２および図３を参照すると、外側ケーシング３４
および内側ケーシング３６のそれぞれの応答が図示されている。それぞれのコンポーネン
トの半径方向の位置が表されているのではなく、単に、それぞれのコンポーネントの半径
方向の応答が、時間の関数として表されているということが認識されるべきである。外側
ケーシング３４は、第１の外側ケーシング位置７４と第２の外側ケーシング位置７６との
間を半径方向に移動し、一方、内側ケーシング３６は、第１の内側ケーシング位置７８と
第２の内側ケーシング位置８０との間を半径方向に移動する。起動期間５４（図４）の間
に、内側ケーシング３６は、外側ケーシング３４よりも急速な時間速度で半径方向外向き
に膨張し、したがって移動する。このより速い膨張の時間速度は、外側ケーシング３４に
対してより薄い内側ケーシングの結果である。具体的には、外側ケーシング主要部分４２
は、内側ケーシング主要部分４６の第２の半径方向厚さ５８よりも大きい第１の半径方向
厚さ５６を含む。より薄い内側ケーシングは、回転機械１０の温度変化により急速に応答
し、それによって、より速い応答をもたらす。このより速い膨張の時間速度は、図３に図
示されている係合解除された状態５２をもたらす。外側ケーシング３４の膨張および半径
方向の移動の時間速度は、数字６０で参照されており、一方、内側ケーシング３６の膨張
および半径方向の移動の時間速度は、数字６２で参照されている。係合解除された状態５
２は、起動期間５４のすべてまたは一部分にわたり存在する。必要ではないが、外側ケー
シング３４および内側ケーシング３６は、起動期間５４の一部分の間に、および／または
、回転機械１０の定常状態動作の間に、互いに係合しているということが考えられる。
【００１８】
　また、上記に説明されているように、シャットダウン期間６４の間に、ケーシング構造
体３２（とりわけ、内側ケーシング３６）の応答を遅くすることが望ましい。図５に示さ
れているように、内側ケーシング３６の応答は、膨張／収縮の異なる速度の結果として、
シャットダウン期間６４の間に、外側ケーシング３４によって拘束される。具体的には、
膨張の時間速度６０、６２は、シャットダウン期間６４の少なくとも一部分７０にわたり
、単一の膨張の速度６８（それは、シャットダウンシーケンスの間にマイナスである）に
まとまる。図示目的のために、内側ケーシング３６の拘束されない仮想の応答が、点線７
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２で示されている。異なる半径方向厚さに起因して、より薄い内側ケーシングは、回転機
械１０の温度変化により急速に応答し、外側ケーシング３４の収縮のより遅い速度にも急
速に応答する。これは、上記に議論されているシャットダウン期間６４の部分７０の間に
、図２に図示されている係合された状態５０をもたらす。係合された状態５０は、機械的
なおよび熱的な面の両方で、内側ケーシング３６の半径方向内向きの収縮および移動を拘
束する。少なくとも１つの外側ケーシングレッグ部４４と少なくとも１つの内側ケーシン
グレッグ部４８の係合は、内側ケーシング３６の半径方向の移動を妨げる機械的な拘束を
提供する。追加的に、外側ケーシング３４から内側ケーシング３６への熱伝達は、内側ケ
ーシング３６の冷却を遅くし、それによって、内側ケーシング３６の収縮速度を低減させ
る。機械的なおよび熱的な面の拘束の両方が、内側ケーシング３６の内向きの半径方向の
移動を低減させ、それは、回転機械１０の再起動のときに、回転部分２６のローターブレ
ードと、取り囲む構造体（シュラウドまたは内側ケーシング３６のいずれか）との間の擦
れまたはピンチの可能性を低減させる。
【００１９】
　上記に説明されている実施形態は、外側ケーシング３４および内側ケーシング３６に関
して、異なる厚さによって、膨張の時間速度を制御することを参照しているが、膨張の時
間速度は、様々な代替的な様式で制御され得るということが認識されるべきである。例え
ば、膨張の熱的な時間速度を制御する熱的環境を操作するか、または、熱的環境によって
取り囲まれる材料または物質によって、コンポーネントのうちの１つまたは両方をコーテ
ィングするか、または包むことが可能である。しかし、異なる膨張の速度を確立するため
に、任意の適切な制御技法を用いることが可能である。
【００２０】
　図６を参照すると、第２の実施形態によるクリアランス制御システム１００が図示され
ている。第１の実施形態に関連付けされている同様の参照番号が、適用可能な場所では、
第２の実施形態の説明とともに用いられている。クリアランス制御システム１００は、シ
ャットダウン期間６４の間に、内側ケーシング３６の熱的な拘束に頼る。具体的には、レ
バー構成体１０２が用いられ、内側ケーシング３６、外側ケーシング３４、およびサーマ
ルマス１０４を動作可能に連結している。以下の説明から明らかとなるように、サーマル
マス１０４は、セグメント化されたサーマルマスコンポーネントを含み、それは、内側ケ
ーシング３６と接触するように作動させられる。第１のレバー１０６は、サーマルマス１
０４と内側ケーシング３６との間の相対運動を発生させるために含まれている。示されて
いるように、第１のカップリング１０９が、第１のレバー１０６の第１の端部１１０の近
位に位置付けされ、サーマルマス１０４を支持している。第２のカップリング１１２が、
第１のレバー１０６の第２の端部１１４の近位に位置付けされ、第１のレバー１０６を外
側ケーシング３４に連結している。第３のカップリング１１６が、第１のカップリング１
０９と第２のカップリング１１２との間の場所であるが、第２のカップリング１１２によ
り接近して、第１のレバー１０６に沿って位置付けされている。カップリングの上記の位
置決めは、クリアランス制御システム１００全体の所望の運動学を提供する。
【００２１】
　第１の実施形態に関連して上記に説明されているように、内側ケーシング３６は、外側
ケーシング３４よりも薄く、回転機械１０の熱的状態により急速に応答する。温度が上昇
すると、内側ケーシング３６が、外側ケーシング３４よりも急速な速度で半径方向外向き
に移動し、レバー構成体１０２は、内側ケーシング３６の膨張中に、サーマルマス１０４
の外向きの半径方向の移動を与えるように構成されている。逆に、内側ケーシング３６が
、外側ケーシング３４に対して、より急速な速度で半径方向内向きに収縮および移動する
と、内側ケーシング３６が、第１のレバー１０６を引き寄せ、サーマルマス１０４を内側
ケーシング３６に接触させ、熱的な連通をさせる。シャットダウン期間６４の残りの間に
、サーマルマス１０４は、内側ケーシング３６が外側ケーシング３４よりも低温になって
いる限り、内側ケーシング３６と接触した状態に保持されることとなる。
【００２２】
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　上記に説明されているレバー構成体１０２は、サーマルマス１０４の受動的な作動を表
しているが、受動的または積極的のいずれかで作動させられるアクチュエーターを含むこ
とが可能である。代替的な実施形態では、アクティブシステムは、内側ケーシング３６と
接触した状態になるようにサーマルマス１０４を積極的に作動させる。ソレノイドまたは
油圧ピストンなどのような、制御される作動デバイス（単一のアクチュエーター、または
、いくつかのアクチュエーターのいずれかと連動される）を、内側ケーシング３６の周囲
部の周りで用いることが可能である。図７は、概して、内側ケーシング３６と連通するよ
うにそれぞれ構成されている複数のサーマルマスセグメント１２０を有する実施形態を図
示している。
【００２３】
　上述のように、図６は、内側ケーシング３６と接触している状態に、および、内側ケー
シング３６と接触がない状態に、サーマルマス１０４を設置するための受動的な作動概念
を図示している。サーマルマス１０４の作動は、電気ソレノイドもしくは油圧ソレノイド
、または他の方法を含む、他の受動的なもしくは積極的な手段によって、達成することが
可能である。さらに、内側ケーシング３６は、単一の壁部ケーシング（別々の外側ケーシ
ングがない）とすることが可能である。重要なことには、ケーシング（すなわち、流路外
側壁部を形成するコンポーネントを形成または担持している）は、蓄熱エレメントを含み
、ケーシングは、蓄熱エレメントから分離されるか、または、蓄熱エレメントとの熱的な
連通状態になる（すなわち、接触する）ことが可能であり、クリアランス制御目的のため
にケーシングの温度および熱膨張を変化させる。
【００２４】
　本発明は、限定された数の実施形態だけと関連して詳細に説明されてきたが、本発明は
、開示されている実施形態に限定されないということが容易に理解されるべきである。む
しろ、本発明は、任意の数の変形例、代替例、置換例、または、これまで説明されていな
いが本発明の精神および範囲と等しい均等構成を組み込むように修正することが可能であ
る。追加的に、本発明の様々な実施形態が説明されてきたが、本発明の態様は、実施形態
のうちのいくつかだけを含むことが可能であるということが理解されるべきである。した
がって、本発明は、先述の説明によって限定されるように見なされるべきでなく、それは
、添付の特許請求の範囲によってのみ限定される。
【符号の説明】
【００２５】
　１０　回転機械
　１２　圧縮機セクション
　１４　複数の燃焼器アッセンブリ
　１８　燃焼セクション
　２４　タービンセクション
　２６　回転部分
　３０　圧縮機／タービンシャフト
　３２　ケーシング構造体
　３４　外側ケーシング
　３６　内側ケーシング
　４０　クリアランス制御システム
　４２　外側ケーシング主要部分
　４４　少なくとも１つの外側ケーシングレッグ部
　４６　内側ケーシング主要部分
　４８　少なくとも１つの内側ケーシングレッグ部
　５０　係合された状態
　５２　係合解除された状態
　５４　起動期間
　５６　第１の半径方向厚さ
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　５８　第２の半径方向厚さ
　６０　外側ケーシングの膨張および半径方向の移動の時間速度
　６２　内側ケーシングの膨張および半径方向の移動の時間速度
　６４　シャットダウン期間
　６８　単一の膨張の速度
　７０　部分
　７２　内側ケーシングの拘束されない仮想の応答
　７４　第１の外側ケーシング位置
　７６　第２の外側ケーシング位置
　７８　第１の内側ケーシング位置
　８０　第２の内側ケーシング位置
　１００　クリアランス制御システム
　１０２　レバー構成体
　１０４　サーマルマス
　１０６　第１のレバー
　１０９　第１のカップリング
　１１０　第１の端部
　１１２　第２のカップリング
　１１４　第２の端部
　１１６　第３のカップリング
　１２０　サーマルマスセグメント
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